
資料８４－１ 

国際郵便約款及び郵便業務管理規程の変更の認可 

（諮問第1234号） 



 

諮 問 第 １ ２ ３ ４ 号 

令和５年２月２１日  

 

 情報通信行政・郵政行政審議会 

  会長 川濵 昇 殿 

 
 

 

総務大臣 松本 剛明   
 

  

 

 

諮 問 書 

 

 

日本郵便株式会社（代表取締役社長 衣川 和秀）から、別添のとおり、

郵便法（昭和２２年法律第１６５号。以下「法」という。）第６８条第１

項の規定に基づく郵便約款の変更の認可申請及び法第７０条第１項の規

定に基づく郵便業務管理規程の変更の認可申請があった。 
審査の結果は別紙のとおりであり、申請内容は、法第６８条第２項各号

及び法第７０条第３項各号の規定に適合していると認められる。ついて

は、法第６８条第１項及び法第７０条第１項の規定による認可を行うこ

としたい。 
本件について、法第７３条第１号の規定に基づき諮問する。 

 

＊  本件起案文書の別添 1から別添５までの申請書を添付する。 

＊＊ 本件起案文書の別紙２－１から別紙２－４までの審査結果を添付する。 
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別紙２－１ 

通関電子データの送信必須化（全世界宛て）に伴う 

国際郵便約款の変更認可申請 

審査結果 

日本郵便株式会社から認可申請のあった、通関電子データ（ＥＡＤ：Electronic Advance 

Data）の送信必須化（全世界宛て）に伴う国際郵便約款の変更については、以下のとおり郵

便法（昭和２２年法律第１６５号。以下「法」という。）第６８条第２項の規定に適合して

いると認められることから、これを認可することが適当である。 

審査基準 
審査

結果 
理由 

次に掲げる事項が適正かつ明確に

定められていること。 

（法第６８条第２項第１号） 

イ この法律又はこの法律に基

づく総務省令の規定により郵

便約款で定めることとされて

いる事項

適 今回の変更は、国際郵便役務に関する提供

条件として、差出人からのＥＡＤの提供義

務について適切かつ明確に規定するもので

あり、適当であると認められる。 

ロ 郵便物の引受け、配達、転

送及び還付並びに送達日数に

関する事項

適 国際郵便物の引受け時の対応として、差出

人に対してＥＡＤの提供を義務付ける旨を

明確に規定し、また、ＥＡＤの対象となるデ

ータが適正かつ明確に規定していることか

ら、適当であると認められる。 

ハ 郵便に関する料金の収受に

関する事項

適 本事項について、従前の国際郵便約款から

の変更はなく、引き続き適当であると認め

られる。 

ニ その他会社の責任に関する

事項

適 差出人から提供を受けたＥＡＤについて、

名宛国及び継越国に送信することを適正か

つ明確に規定していることから、適当であ

ると認められる。 

特定の者に対し不当な差別的取扱

いをするものでないこと。 

（法第６８条第２項第２号） 

適 今回の国際郵便約款の変更内容は、全ての

利用者に対して適用されるものであり、特

定の者に対し不当な差別的取扱いをするも

のには該当しないことから、適当であると

認められる。 
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別紙２－２ 

航空書簡及び国際郵便葉書の廃止に伴う 

国際郵便約款及び郵便業務管理規程の変更認可申請 

審査結果 

日本郵便株式会社から認可申請のあった、航空書簡及び国際郵便葉書の廃止に伴う国際郵

便約款及び郵便業務管理規程の変更については、以下のとおり郵便法（昭和２２年法律第１

６５号。以下「法」という。）第６８条第２項及び第７０条第３項の規定に適合していると

認められることから、これを認可することが適当である。 

〇国際郵便約款の変更 

審査基準 
審査

結果 
理由 

次に掲げる事項が適正かつ明確に

定められていること。 

（法第６８条第２項第１号） 

イ この法律又はこの法律に基

づく総務省令の規定により郵

便約款で定めることとされて

いる事項

適 今回の変更は、国際郵便役務に関する提供

条件として、航空書簡及び国際郵便葉書を

廃止することを適切かつ明確に反映するも

のであり、適当であると認められる。 

ロ 郵便物の引受け、配達、転

送及び還付並びに送達日数に

関する事項

適 航空書簡及び国際郵便葉書の廃止に加え、

既に販売済みの航空書簡及び国際郵便葉書

の取扱い（国際郵便葉書の引受けを継続）に

ついても適正かつ明確に規定していること

から、適当であると認められる。 

ハ 郵便に関する料金の収受に

関する事項

適 航空書簡及び国際郵便葉書の廃止に加え、

既に販売済みの航空書簡及び国際郵便葉書

の取扱い（航空書簡及び国際郵便葉書を同

額の郵便切手類と交換）についても適正か

つ明確に規定していることから、適当であ

ると認められる。 

ニ その他会社の責任に関する

事項

適 既に販売済みの航空書簡及び国際郵便葉書

の取扱い（国際郵便葉書の引受けを継続、航

空書簡及び国際郵便葉書を同額の郵便切手

類と交換）について、適正かつ明確に規定し

ていることから、適当であると認められる。 

特定の者に対し不当な差別的取扱

いをするものでないこと。 

（法第６８条第２項第２号） 

適 今回の国際郵便約款の変更内容は、全ての

利用者に対して適用されるものであり、特

定の者に対し不当な差別的取扱いをするも

のには該当しないことから、適当であると

認められる。 
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〇郵便業務管理規程の変更 

審査基準 
審査

結果 
理由 

郵便物の秘密を保護するため適切な

ものであること。（法第７０条第３

項第１号） 

適 今回の変更は、航空書簡及び国際郵便葉書

に関する記載を削除するものであり、本基

準に係る内容の変更はなく、引き続き適当

であると認められる。 

総務省令で定める基準に適合する郵

便差出箱の設置その他の郵便物を随

時、かつ、簡易に差し出すことを可

能とするものとして総務省令で定め

る基準に適合する郵便物の引受けの

方法が定められていること。（法第

７０条第３項第２号） 

適 同上 

一週間につき五日以上郵便物の配達

を行うことができるものとして総務

省令で定める基準に適合する郵便物

の配達の方法が定められているこ

と。（法第７０条第３項第３号） 

適 同上 

郵便物（国際郵便に係るものを除

く。以下この号において同じ。）に

ついて差し出された日から四日（国

民の祝日に関する法律（昭和二十三

年法律第百七十八号）に規定する休

日その他総務省令で定める日の日数

は、算入しない。）以内（郵便物

が、地理的条件、交通事情その他の

条件を勘案して総務省令で定める地

域から差し出され、又は当該地域に

宛てて差し出される場合にあつて

は、四日を超え最も経済的な通常の

方法により当該地域に係る郵便物を

送達する場合に必要な日数として総

務省令で定める日数以内）に送達す

ることが定められていること。（法

第７０条第３項第４号） 

適 同上 

郵便物を引き受けた場合において、

総務省令で定める場合を除き、郵便

物の表面の見やすい所に、総務省令

で定める基準に適合する通信日付印

を押印することが定められているこ

と。（法第７０条第３項第５号） 

適 同上 

その他総務省令で定める基準に適合

するものであること。（法第７０条

第３項第６号） 

適 同上 
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別紙２－３ 

万国郵便条約の施行規則の改正に伴う国際郵便約款の変更認可申請 

審査結果 

日本郵便株式会社から認可申請のあった、万国郵便条約の施行規則の改正（税関告知書の

添付位置及び添付条件の変更）に伴う国際郵便約款の変更については、以下のとおり郵便法

（昭和２２年法律第１６５号。以下「法」という。）第６８条第２項の規定に適合している

と認められることから、これを認可することが適当である。 

審査基準 
審査

結果 
理由 

次に掲げる事項が適正かつ明確に

定められていること。 

（法第６８条第２項第１号） 

イ この法律又はこの法律に基

づく総務省令の規定により郵

便約款で定めることとされて

いる事項

適 今回の変更は、国際郵便役務に関する提供

条件として、万国郵便条約の施行規則にお

いて規定する税関告知書（ＣＮ２２及びＣ

Ｎ２３）の添付位置及び添付条件を適正か

つ明確に反映するものであり、適当である

と認められる。 

ロ 郵便物の引受け、配達、転

送及び還付並びに送達日数に

関する事項

適 国際郵便物の引受け時の対応として、差出

人による税関告知書（ＣＮ２２及びＣＮ２

３）の添付位置及び添付条件を適正かつ明

確に規定するものであり、適当であると認

められる。

ハ 郵便に関する料金の収受に

関する事項

適 本事項について、従前の国際郵便約款から

の変更はなく、引き続き適当であると認め

られる。 

ニ その他会社の責任に関する

事項

適 本事項について、従前の国際郵便約款から

の変更はなく、引き続き適当であると認め

られる。 

特定の者に対し不当な差別的取扱

いをするものでないこと。 

（法第６８条第２項第２号） 

適 今回の国際郵便約款の変更内容は、全ての

利用者に対して適用されるものであり、特

定の者に対し不当な差別的取扱いをするも

のには該当しないことから、適当であると

認められる。 
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別紙２－４ 

国際返信切手券の引換額に係る規定の整備のための 

国際郵便約款の変更認可申請 

審査結果 

日本郵便株式会社から認可申請のあった、国際返信切手券の引換額に係る規定の整備のた

めの国際郵便約款の変更については、以下のとおり郵便法（昭和２２年法律第１６５号。以

下「法」という。）第６８条第２項の規定に適合していると認められることから、これを認

可することが適当である。 

審査基準 
審査

結果 
理由 

次に掲げる事項が適正かつ明確に

定められていること。 

（法６８条第２項第１号） 

イ この法律又はこの法律に基

づく総務省令の規定により郵

便約款で定めることとされて

いる事項

適 今回の変更は、国際郵便役務に関する提供

条件として、国際返信切手券の引換額に係

る規定を適正かつ明確に定め、そのより安

定的な運用を図るものであり、適当である

と認められる。 

ロ 郵便物の引受け、配達、転

送及び還付並びに送達日数に

関する事項

適 国際返信切手券の引換時の対応として、令

和５年１０月１日からの航空書簡及び国際

郵便葉書の廃止を適正かつ明確に反映した

ものであり、適当であると認められる。 

ハ 郵便に関する料金の収受に

関する事項

適 国際返信切手券の引換時の対応として、そ

の引換額について料金表を参照する形で適

正かつ明確に規定し直すものであり、適当

であると認められる。 

ニ その他会社の責任に関する

事項

適 本事項について、従前の国際郵便約款から

の変更はなく、引き続き適当であると認め

られる。 

特定の者に対し不当な差別的取扱

いをするものでないこと。 

（法第６８条第２項第２号） 

適 今回の国際郵便約款の変更内容は、全ての

利用者に対して適用されるものであり、特

定の者に対し不当な差別的取扱いをするも

のには該当しないことから、適当であると

認められる。 

6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



 

 説明資料  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際郵便約款及び郵便業務管理規程の

変更の認可について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ５ 年 ２ 月 2 1 日 

総 務 省 
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第１ 郵便約款及び郵便業務管理規程の認可について 

 

１ 郵便約款及び郵便業務管理規程とは 

  郵便約款とは、郵便の役務に関する具体的な提供条件（料金を除く。）を

定めたものであり、郵便法（昭和２２年法律第１６５号。以下「法」という。）

第６８条第１項により、日本郵便株式会社は、郵便約款を定めることになっ

ている。 

  郵便業務管理規程とは、郵便の業務の管理に関する基本的な事項（郵便切

手類の発行、郵便物の引受・配達の方法、郵便物の送達日数等に関する事項）

を規定したものであり、法第７０条第１項により、日本郵便株式会社は、郵

便業務管理規程を定めることになっている。 

※ 料金については、法第６７条第１項等により、原則として総務大臣への届出制とな

っている。ただし、同条第３項により、第三種郵便物・第四種郵便物の料金について

は、総務大臣の認可制となっている。 

 

２ 総務大臣の認可 

  郵便約款及び郵便業務管理規程の内容は、利用者の利便・利益に直接関わ

ることなどから、郵便約款は法第６８条第１項、郵便業務管理規程は法第７

０条第１項により、総務大臣の認可を受けることとなっている。変更する場

合も同様。 

※ 書類の様式等利用者の権利・義務に重要な関係を有しない提供条件や試験的に提供

するものといった軽微な事項については、法第６８条第１項括弧書きにより、総務大

臣の認可を要さない。 

 

３ 審議会への諮問 

法第７３条第１号に基づき、総務大臣は認可を行うにあたり、情報通信行

政・郵政行政審議会に諮問することとなっていることから、今回諮問を行っ

ているもの。 

 

  

実施 

 

日本郵便（株）から認可申請書提出 

情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問 

総務大臣認可 

 
 

 
  

情報通信行政・郵政行政審議会からの答申 
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第２ 日本郵便株式会社からの申請の概要 

 

１ 通関電子データの送信必須化（全世界宛て）に伴う国際郵便約款の変更認

可 

 

 

(1)郵便約款の変更の認可申請理由 

万国郵便連合（ＵＰＵ：Universal Postal Union）においては、国際 

郵便に係る通関手続の最適化を図り、国際郵便役務の円滑な提供を実現

する観点から、引受国から名宛国及び継越国宛ての事前の通関電子デー

タ（ＥＡＤ：Electronic Advance Data）※の送信を促進している。 

このような中、日本郵便株式会社においても、国際郵便物の差出人に

対してＥＡＤの提供を奨励してきたところ、既に多くのケースでＥＡＤ

の提供が行われている状況にある。今般、日本郵便株式会社における更

なる取組の強化として、令和６年３月１日から、国際郵便物の差出人に

対してＥＡＤの提供を義務づけ、全世界（全ての名宛国及び継越国）宛

てにＥＡＤを送信することとする。これにより、国際郵便役務の提供の

一層の円滑化を図ることとしており、そのために必要な国際郵便約款の

改定を行う。 

なお、日本郵便株式会社においては、本件義務づけについて、国際郵

便役務の利用者への周知を徹底する観点から、国際郵便約款の改定後、

１年間の周知期間を設けることとしており、今回のタイミングでの認可

申請となったもの。 

※ 郵便物の差出人及び受取人の住所氏名、内容品の明細、価格等の税関検査に関

する事項を電子情報としたもの。 
 

 (2)申請概要 

現状では、各国に対してＥＡＤの送信を義務的に求めている国・地域 

（米国、欧州）宛てに送達される国際郵便物についてのみ、国際郵便条

件表（国・地域別）の中で差出人に対してＥＡＤの提供を義務づけてい

る。 

今般、全ての国・地域宛てに送達される国際郵便物について、差出人

に対してＥＡＤの提供を義務づけるため、国際郵便条件表（国・地域別）

での個別対応ではなく、国際郵便約款の本文の規定（第８条の２（個人

情報の取扱い））を改定する。 
 
(3)実施予定期日 

令和６年３月１日（国際郵便約款の改定後、１年間の周知期間を設け

る。） 
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２ 航空書簡及び国際郵便葉書の廃止に伴う国際郵便約款及び郵便業務管理

規程の変更認可 

 

 

(1)郵便約款及び郵便業務管理規程の変更の認可申請理由 

日本郵便株式会社においては、国際郵便役務の一環として、昭和２４

年３月から航空書簡、昭和６３年４月から国際郵便葉書の販売を行って

きた。 

航空書簡及び国際郵便葉書については、全世界均一料金（航空書簡：

９０円、国際郵便葉書：７０円）での送達が可能となっている。しかし

ながら、近年の電子メール等のオンラインサービスの普及に伴い、書状

全般の利用が停滞する中で、航空書簡（定形書状で代替可能）及び国際

郵便葉書（市販の絵葉書等で代替可能）の販売も長らく停滞している状

況にある。 

このような状況を踏まえ、日本郵便株式会社においては、令和５年１

０月１日から、航空書簡の取扱い（発行、販売及び引受）並びに国際郵

便葉書の発行及び販売を停止※することとし、そのために必要な国際郵

便約款及び郵便業務管理規程の改定を行う。 

※ 国際郵便葉書については、令和５年１０月１日以降も引受けを継続する。一方

で、航空書簡については、現行価格での役務提供を継続することが困難なことか

ら、令和５年１０月１日以降は引受けも停止する。なお、利用しない航空書簡及

び国際郵便葉書については、同額の郵便切手類との交換を可能とする。 
 

(2)申請概要 

航空書簡の取扱い（発行、販売及び引受）並びに国際郵便葉書の発行

及び販売を停止するに当たって、国際郵便約款における関連の規定（第

１９条（航空書簡）、第２０条（郵便葉書）等）の削除又は修正（航空書

簡及び国際郵便葉書の文言の削除）、郵便業務管理規程における関連の

規定（第４条（郵便切手類の発行））の修正（航空書簡及び国際郵便葉書

の文言の削除）のための改定を行う。 

また、附則において、当面の間、国際郵便葉書の引受を継続する旨、

航空書簡及び国際郵便葉書について同額の切手類との交換を可能とす

る旨を規定する。 
 

(3)実施予定期日 

令和５年１０月１日 
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３ 万国郵便条約の施行規則の改正に伴う国際郵便約款の変更認可 

 

 

(1)郵便約款の変更の認可申請理由 

万国郵便条約の施行規則の改正により、国際郵便物に添付する税関告 

知書（ＣＮ２２及びＣＮ２３の２種類の様式が存在）の添付位置※１及び

添付条件※２が変更されることを受け、これに対応するための国際郵便約

款の改定を行う。 

※１ 現状、郵便物の所定の場所（名宛面の上部左隅又は差出人の住所氏名の記載

の下）に添付する必要があるが、今後は郵便物の外部のいずれかの場所に添付す

ればよくなる。 

※２ 現状、郵便物の内容品の価格による条件（内容品の価格が３００ＳＤＲ以下：

ＣＮ２２を利用、内容品の価格が３００ＳＤＲ超又は差出人が選択する場合：Ｃ

Ｎ２３を利用）が存在しているが、今後、内容品の価格によらず原則としてＣＮ

２３（ＥＡＤの送信の際に利用する様式）に移行していくことを踏まえ、内容品

の価格による条件を撤廃するもの。 
 

(2)申請概要 

国際郵便物に添付する税関告知書（ＣＮ２２及びＣＮ２３）について、

その添付位置及び添付条件を定めた国際郵便約款における関連の規定

（第１７条（一般的利用条件）等）の改定を行う。 

具体的には、万国郵便条約の施行規則の改正を踏まえ、税関告知書（Ｃ

Ｎ２２及びＣＮ２３）の添付位置について、現状、郵便物の所定の場所

（名宛面の上部左隅又は差出人の住所氏名の記載の下）に添付する必要

があるところ、今後は郵便物の外部のいずれかの場所に添付すればよい

とする内容への改正を行う。また、税関告知書（ＣＮ２２及びＣＮ２３）

の添付条件について、現状、郵便物の内容品の価格による条件（内容品

の価格が３００ＳＤＲ以下：ＣＮ２２を利用、内容品の価格が３００Ｓ

ＤＲ超又は差出人が選択する場合：ＣＮ２３を利用）が存在していると

ころ、今後、内容品の価格によらず原則としてＣＮ２３（ＥＡＤの送信

の際に利用する様式）に移行していくことを踏まえ、内容品の価格によ

る条件を撤廃する改正を行う。 

また、その他の税関告知書（ＣＮ２２及びＣＮ２３）に関する規定に

ついて、今後、原則としてＣＮ２３に移行していくことを踏まえた改正

を行う。 

 
(3)実施予定期日 

令和５年６月１日（万国郵便条約の施行規則の改正の施行日） 
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４ 国際返信切手券の引換額に係る規定の整備のための国際郵便約款の変更

認可 

 

 

(1)郵便約款の変更の認可申請理由 

国際返信切手券※の引換額（１３０円）については、現状、国際郵便

約款（第１２０条（国際返信切手券））に直接金額が記載されている状況

にあるが、当該引換額は、総務大臣への届出対象である国際郵便の料金

表において規定されており、規定内容の重複が発生している状況にあっ

た。また、将来的に国際郵便の料金が改定されることとなった場合に、

料金表の改定に伴う届出に併せて、国際郵便約款（第１２０条（国際返

信切手券））の改定のための認可申請が付随的に発生してしまう歪みが

存在する状況となっていた。 

このような状況を踏まえ、国際郵便約款の規定を適切な形に整備し、

その安定的な運用を図るため、関連の規定（第１２０条（国際返信切手

券）等）の改定を行う。 

※ 万国郵便連合（ＵＰＵ：Universal Postal Union）においては、国際郵便物の

差出人が、その受取人からの返信を必要とする場合に、ＵＰＵが発行する加盟国

共通の国際返信切手券を国際郵便物に封入して差し出すことで、その受取人が、

当該国際返信切手券を返信用の郵便切手等（航空扱いの書状の最低料金に相当す

る額の郵便切手等）と現地の郵便局で引き換え、差出人への返信を行うことがで

きるような枠組みを提供（万国郵便条約の施行規則において規定）している。こ

の枠組みのもと、日本宛ての国際郵便物の受取人が国際返信切手券を受領した場

合に、当該受取人は、現状、航空扱いの書状の最低重量帯の料金（そのうち、全

ての地帯宛てに差出が可能な料金（最も高額な地帯宛ての料金））である１３０円

分の郵便切手等（郵便切手の他、航空書簡及び国際郵便葉書（令和５年１０月１

日（日）に廃止予定）が含まれる）との引き換えができるようになっている。 
 

 (2)申請概要 

国際返信切手券の引換額について、金額を直接記載するのではなく、

料金表の記載を参照する形に、国際郵便約款の規定（第１２０条（国際

返信切手券）等）の改定を行う。 
 
(3)実施予定期日 

令和５年１０月１日（国際返信切手券の引換対象に含まれる航空書簡

及び国際郵便葉書の廃止と同日） 
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Ａ
Ｄ
送
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全
世
界
必
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化

○
Ｕ
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お
い
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、
水
際
対
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強
化
等
の
観
点
か
ら
、
加
盟
国
に
お
け
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事
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通
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電
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税
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告
知
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内
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を
複
製
し
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デ
ー
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用
を
促
進
。
日
本
か
ら
送
る
郵
便

物
に
つ
い
て
も
、
多
く
の
ケ
ー
ス
で
Ｅ
Ａ
Ｄ
の
送
信
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れ
て
い
る
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況
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あ
る
。

○
こ
の
よ
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中
、
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本
郵
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航
空
書
簡
及
び
国
際
郵
便
葉
書
の
廃
止

○
航
空
書
簡
及
び
国
際
郵
便
葉
書
に
つ
い
て
は
、
販
売
数
が
低
調
な
中
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、
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達
時
の
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ル
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れ
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に
、
各
局
に
お
け
る
在
庫
管
理
の
手
間
が
増
し
て
い
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状
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、
日
本
郵
便
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お
け
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い
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。
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よ
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状
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を
踏
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。
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①
国

際
郵

便
は

、
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郵

便
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Ｕ
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。
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又
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【参照条文】 

 

○ 郵便法（昭和２２年法律第１６５号）（抄） 

 

（郵便に関する条約） 

第十一条 郵便に関し条約に別段の定めのある場合には、その規定による。  

 

（郵便約款） 

第六十八条 会社は、郵便の役務に関する提供条件（料金及び総務省令で定める軽微

な事項に係るものを除く。）について郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けなけ

ればならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  

２ 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めると

きでなければ、同項の認可をしてはならない。  

一 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。 

イ この法律又はこの法律に基づく総務省令の規定により郵便約款で定めること

とされている事項 

ロ 郵便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項 

ハ 郵便に関する料金の収受に関する事項 

ニ その他会社の責任に関する事項 

二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。  

 

（郵便業務管理規程） 

第七十条 会社は、業務開始の際、郵便の業務の管理に関する規程（以下「郵便業務

管理規程」という。）を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変

更しようとするときも、同様とする。 

２ 郵便業務管理規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 郵便の業務の管理に関する事項 

二 郵便差出箱の設置その他の郵便物の引受けの方法 

三 郵便物の配達の方法 

四 前二号に掲げるもののほか、郵便物の送達の方法 

五 その他総務省令で定める事項 

３ 総務大臣は、郵便業務管理規程に記載された前項各号に掲げる事項が次に掲げる

基準に適合していると認めるときでなければ、第一項の認可をしてはならない。 

一 郵便物の秘密を保護するため適切なものであること。 

二 総務省令で定める基準に適合する郵便差出箱の設置その他の郵便物を随時、か

つ、簡易に差し出すことを可能とするものとして総務省令で定める基準に適合す

る郵便物の引受けの方法が定められていること。 

三 一週間につき五日以上郵便物の配達を行うことができるものとして総務省令

で定める基準に適合する郵便物の配達の方法が定められていること。 

（参考３） 
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四 郵便物（国際郵便に係るものを除く。以下この号において同じ。）について差

し出された日から四日（国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八

号）に規定する休日その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。）以内（郵

便物が、地理的条件、交通事情その他の条件を勘案して総務省令で定める地域か

ら差し出され、又は当該地域に宛てて差し出される場合にあつては、四日を超え

最も経済的な通常の方法により当該地域に係る郵便物を送達する場合に必要な

日数として総務省令で定める日数以内）に送達することが定められていること。 

五 郵便物を引き受けた場合において、総務省令で定める場合を除き、郵便物の表

面の見やすい所に、総務省令で定める基準に適合する通信日付印を押印すること

が定められていること。 

六 その他総務省令で定める基準に適合するものであること。 

 

（審議会等への諮問） 

第七十三条 総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等（国家行政組織法（昭和二

十三年法律第百二十号）第八条に規定する機関をいう。）で政令で定めるものに諮

問しなければならない。 

一 第六十七条第三項、第六十八条第一項又は第七十条第一項の規定による認可を

しようとするとき。  

二 第六十七条第二項第三号又は第七十条第三項第二号から第四号までの総務省

令を制定し、又は改廃しようとするとき。 

三 第七十一条の規定による命令をしようとするとき。  

 

 

○ 万国郵便条約の施行規則（抄） 

 

18-106 国際返信切手券 

１ 指定された事業体は、国際事務局の発行する国際返信切手券を販売する権利及び

自国の法令に従ってその販売を制限することができる。 

３ 国際返信切手券は、各加盟国において、名宛国がいずれであっても、外国に宛て

る普通の優先郵便物又は普通の航空書状の最低料金を表示する郵便切手及び、引換

国の国内法令上認められない場合を除くほか、切手付書簡類又は郵便料金納付の印

影と引き換えることができる。 

 

20-001 税関検査に付される郵便物 

２ 通常郵便物に適用される規定 

2.5 差出人が選択する場合には、郵便物には、所定の数の税関告知書ＣＮ23 を添付

する。そのうちの一通の税関告知書は、必ず郵便物の表面に貼り付けなければなら

ない。税関告知書が郵便物の外部に直接的に見えない場合において、税関告知書Ｃ

Ｎ22は、その分離可能な部分を郵便物の外部に貼り付ける。同様に、税関告知書Ｃ
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Ｎ22 の分離可能な部分を、次のように記載した白色又は緑色ののり付きの又は粘

着シール式の票符に置き換えることができる。 

 黒色で記載 
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